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違反すると…

【罰則】５年以下の懲役若しくは１，０００万円以下
の罰金又はこれを併科

例外として

周辺地域に与える影響が軽微な廃棄

物の焼却が一部認められる場合もあ

りますが、今後空気が乾燥し、火災

の危険性が増す季節となります…

家庭から出たごみを野焼きして

火災となる事案もあります。

野焼きは違法で危険なので

やめて下さい！

★各種交通安全運動に★
★ご協力お願いします★

日本では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、

みだりに廃棄物を捨てることや、廃棄物を焼却することを

禁止しています。


